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  (仮称)小田原市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例等の制定に対する市民

意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

条例等の題名 (仮称)小田原市歴史的建築物の保存及び活用に関する

条例等の制定 

条例等の案の公表の日 令和２年１２月１５日（火） 

意見提出期間 令和２年１２月１５日（火）から令和３年１月１３日

（水）まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ） 

意見募集の周知（広報紙、メールマガジン、ホームページ） 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数）     ９件 （６人） 

 インターネット     ３人 

 ファクシミリ     ３人 

 郵送     ０人 

 直接持参     ０人 
 

無効な意見提出     ０人 

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次の

とおりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、条例等に反映したもの １件 

Ｂ 意見の趣旨が既に条例等に反映されているもの ２件 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの ０件 

Ｄ その他（質問など） ６件 
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 〈具体的な内容〉 

 (1) 定義に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（条例案との差異を含む。） 

１ 保存建築物の「所有者」

と「建築主」との違いが

制定（案）の内容のみで

はよくわからない。用語

の定義があるとわかりや

すい。 

Ｂ 本条例の「所有者」は、建築基準法・

条例に定義はありませんが、歴史的建

築物の所有権を有する者です。 

また、「建築主」は、建築基準法で建

築物に関する工事の請負契約の注文者

又は請負契約によらないで自らその工

事をする者と定義していますが、本条

例では、工事に加え、保存に影響を及

ぼす行為についても含めています。 

なお、本条例では、「この条例におい

て使用する用語は、特別の定めのある

場合を除くほか、建築基準法及び同施

行令において使用する用語の例によ

る。」と規定します。 

 

(2) 維持管理に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（条例案との差異を含む。） 

１ 定期報告の時期が１年毎

となっている。どの歴史

的建築物にも１年毎の状

況調査と報告が必要なの

か。 

Ａ 定期報告の時期を１年毎とする用途

は、就寝時に火災の発見が遅れる等、

避難に時間を要する恐れがある施設と

し、それ以外の施設については、用

途、規模に応じた報告時期とするよう

規則に定めます。 

 

(3) 権利義務の継承に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（条例案との差異を含む。） 

１ 所有者変更の際に新所有

者に権利義務を承継する

ことを義務付けることは

可能なのか。 

Ｂ 保存建築物の指定に関する権利義務の

承継については、条例に規定するた

め、義務付けは可能です。 
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(4) その他に関すること（質問など） 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（条例案との差異を含む。） 

１ 条例の対象となる登録有

形文化財、景観重要建造

物、歴史的風致形成建造

物、県指定重要文化財及

び市指定重要文化財の建

築物がそれぞれ何棟、重

複 を 除 き 計 何 棟 あ る の

か。 

Ｄ 本条例の対象となる歴史的建築物の棟数

は次のとおりです。 

※景観重要建造物は、今後指定の予定 

歴史的建築物 棟 

登録有形文化財に登録された建築物 25 

景観重要建造物に指定された建築物 ０ 

歴史的風致形成建造物に指定された建築物 12 

県指定重要文化財に指定された建築物 ３ 

市指定重要文化財に指定された建築物 ３ 

合 計 43 

重複を除いた建築物 38 

２ 県下で唯一お城が存在す

る城下町小田原において

待ち望まれた条例の制定

と考える。 

現状において歴史的な価

値を有する建築物の所有

者は維持活用に多大な費

用がかかり苦慮されてい

る。行政の手厚い援助と

市民に開かれた活用並び

に保存を望む。 

Ｄ 歴史的な価値を有する建築物について

は、所有者の負担を軽減するため、既

に、補助制度を創設しておりますが、

今後も、新たな補助制度について検討

します。 

 

３ 対象となる建物について

だ け を 論 じ る の で は な

く、天守閣や市内の歴史

的建築物が位置する地域

での視認性や存在感も同

時に配慮すべきと思う。 

周辺の近代の建物がどう

あるべきか、通りにおい

てどのように見えるか、

「 ビ ュ ー 」 と い う 視 点

を、盛り込むべきではな

いか。 

Ｄ 本条例は、建築基準法に基づき、建築

物に対する条例であるため、周辺環境

まで規制することはできません。 

なお、本市景観計画では、天守閣への

ビューポイントを確保することとして

います。 
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４ 本 条 例 の 制 定 を 歓 迎 す

る。 

今後、単体の歴史的建造

物に対する条例だけでは

なく、地区単位で、防火

基準の緩和を行い木質化

と木造建築物を推進し景

観を整えられるよう要望

する。具体的な地域や地

区として、三の丸地区、

か ま ぼ こ 通 り 、 板 橋 地

区、国府津 1 号線沿いの

街並みなど、歴史的町並

みの保存再生も考え、新

築であってもその地区特

有の特色を持った建物に

あう建築物であれば適用

除外指定をして街並みの

景 観 を 促 進 し て ほ し い

（出し桁のある町屋の再

現など）。 

その為の独自条例の制定

へと発展させるよう重ね

て要望する。 

Ｄ 本条例は、建築基準法第３条第１項第

３号に基づき、歴史的建築物につい

て、法の適用を除外できる条例であ

り、新築は対象としていません。 

なお、歴史的建造物の保存・活用にお

いて、所有者等のための相談窓口や支

援体制等、本条例を積極的に活用して

いただくための仕組みを構築しなが

ら、更なる歴史的建造物の保存・活

用、街並み環境整備を推進していきま

す。 

 

５  敷地の区画の変更も条例

で規制すべきと考える。 

Ｄ 歴史的建築物は、敷地を含め歴史的価

値を判断することは重要であります

が、本条例は建築物に対する条例であ

るため、敷地の区画の変更は規制でき

ません。 

なお、別邸などの建造物に附属し、歴

史的風致を形成している庭園等につい

ては、歴史的風致形成建造物の指定等

により、保全に努めていきます。 
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６ 条例等の制定されること

は大変有意義であると思

う。 

小田原市は歴史的建造物

の宝庫であり活用されて

い る が 、 所 有 者 の 高 齢

化・後継者不足・維持管

理費の負担等、維持が困

難となっている。 

景観重要建造物指定候補

は、市内全ての調査を実

施することも大事と思わ

れるが、どのような選択

方法とするのか。 

歴史的風致形成建造物指

定候補も大事である。 

歴史的建造物の保存・活

用については、民間活力

による公民連携の促進を

前面に出し、市民のやる

気を引き出すようにして

ほしい。 

Ｄ 現在策定を進めている小田原市歴史的

風致維持向上計画（第２期）の重点区

域内の核となる民有の歴史的建造物に

ついては、歴史的風致形成建造物とし

て位置付け、保存・活用に係る支援を

行っていきます。 

なお、景観重要建造物の指定候補につ

いては、小田原市歴史的風致維持向上

計画（第２期）と連動させていくた

め、まずは、重点区域内を対象に調査

を開始したところです。 

本条例については、積極的に活用して

いただくための相談窓口や支援体制等

の仕組みを構築していき、また、歴史

的風致維持向上支援法人として指定し

ていく等、地域と一体となって、公民

連携により、更なる歴史まちづくりを

展開していく予定です。 

 


